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船舶事故調査報告書 

 

                               令和２年６月３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年９月２１日 ０５時１０分ごろ 

発生場所 沖縄県名護
な ご

市屋我地
や が じ

島南方沖 

古宇利
こ う り

港沖防波堤東灯台から真方位１９６°３.０海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯２６°３８.７′ 東経１２８°００.２′） 

事故の概要  砂利採取運搬船第二十八旭
あさひ

丸及び軽石・石材運搬船航安
こうあん

丸は、共

に錨泊中、航安丸が走錨して第二十八旭丸に衝突した。 

 第二十八旭丸は、左舷側居住区外板に曲損及び擦過傷を生じ、ま

た、航安丸は、右舷船首部に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  令和元年９月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事

務所）を指名した。 

なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 砂利採取運搬船 第二十八旭丸、４９３トン 

１２９３０５、宇和島商船株式会社、敦賀旭土建株式会社 

６２.５５ｍ×１３.４０ｍ×５.９５ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ、昭和６２年１０月８日 

Ｂ 軽石・石材運搬船 航安丸、３８０トン 

   １３２６２３、有限会社浜中海運 

   ６１.６０ｍ×１２.５０ｍ×６.１０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成２年１１月２４日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４９歳 

四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成４年４月９日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２９年３月３０日 

    免状有効期間満了日 令和４年４月８日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６１歳 

五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５６年３月１６日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成３１年４月２２日 

    免状有効期間満了日 令和６年５月２３日 

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ 左舷側居住区外板に曲損及び擦過傷 

Ｂ 右舷船首部に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 雨 

 本事故発生場所の南西方約６.９㎞に位置する名護特別地域気象観

測所の観測値は、次のとおりであった。 

日時 平均 最大瞬間 

風向 風速(m/s) 風向 風速(m/s) 

20 日 20:00 南東 9.9 南東 19.0 

    21:00 東南東 11.5 南東 21.2 

    22:00 東南東 10.0 東南東 20.1 

    23:00 東南東 9.9 東南東 17.5 

 21 日 00:00 東南東 9.3 東南東 17.2 

    01:00 東南東 9.7 南東 18.3 

    02:00 南東 10.1 南東 20.3 

    03:00 南東 12.5 南東 21.8 

    04:00 南東 13.4 南東 24.4 

      05:00 南東 16.0 東南東 25.6 

    06:00 南東 12.1 南東 23.8 

海象：うねり 波向東、波高約３.０ｍ 

沖縄県名護地区には、令和元年９月１３日１６時０９分に波浪注意

報、１９日０４時３８分に強風注意報、２０日１０時３３分に波浪警

報、２１日０４時０５分に暴風警報が発表され、本事故時も継続中で

あった。 

全国港湾海洋波浪情報網（ナウファス）による那覇港（本事故発生

場所の南西方約３０Ｍ）の波浪観測値及び水圧変動推定値 は、次の

とおりであった。 

時刻 

(時：分) 

有義波 
波向 

波高(ｍ) 周期(ｓ) 

 20 日 20:00 1.22 9.1 北北西 

   21:00 1.28 9.8 南西 

   22:00 1.17 8.6 北 

   23:00 1.07 8.5 北 

 21 日 00:00 1.10 8.1 北 

   01:00 1.34 8.4 南西 

   02:00 1.48 8.5 南西 

   03:00 1.70 8.8 南西 

   04:00 （1.79） （9.1） 欠測値 

                             

  「水圧変動推定値」とは、水圧変動センサーによって得られたデータから推定した値をいう。 
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   05:00 （2.06）  (10.4) 欠測値 

   06:00 （1.89） （9.8） 欠測値 

※（）内は、水圧変動推定値を示す。 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、名護市安和
あ わ

所在の専用桟橋で

土砂約６００㎥の積荷役を行った後、令和元年９月１３日１２時００

分ごろ古宇利港沖防波堤東灯台から真方位１９６°３.０Ｍ付近（水

深約８ｍ、底質泥）に左舷錨を投じて錨鎖５節（１節の長さ２５ｍ、

合計長さ１２５ｍ）を延出し、主機を停止して単錨泊を開始した。 

Ａ船は、船長Ａが、気象情報によって１９日に沖縄島南方沖で発生

した大型の強い台風第１７号（ターファー）が接近することを知った

後、右舷錨も投じて錨鎖３節（合計長さ７５ｍ）を延出し、双錨泊と

して錨泊を続けた。 

 船長Ａは、２１日０５時００分ごろ、他船が海上保安庁にＡ船の船

首方に錨泊中のＢ船が走錨している旨の通報を無線で聞き、機関室に

いた機関長Ａに主機を始動させた。 

船長Ａは、Ｂ船の右舷船尾部がＡ船の船首方に向かって接近してく

るのを見て、Ａ船との衝突を回避する目的で、主機を始動し、バウス

ラスタで、船首を右方に回頭させた。 

Ａ船は、０５時１０分ごろ、左舷側居住区外板にＢ船の右舷船首部

が衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか３人が乗り組み、名護市安和所在の専用桟橋で

土砂約６００㎥の積荷役を行った後、９月１３日１２時３０分ごろ、

古宇利港沖防波堤東灯台から真方位１９１°３.３Ｍ付近（水深約８

ｍ、底質泥）（以下「本件錨地」という。）に左舷錨を投じ、錨鎖４.

５節（１節の長さ２５ｍ、合計長さ１１２.５ｍ）を延出し、主機を

停止して単錨泊を開始した。 

Ｂ船は、船長Ｂが、最新の気象情報から、台風第１７号が、２１日

の午前中に沖縄島に最接近して西方沖を通過し、本件錨地において

も、風速約３０m/s になると予測していたが、これまでの経験からＢ

船が走錨することはないと思い、単錨泊として錨泊を続けた。 

Ｂ船は、本件錨地において、船長Ｂを含む乗組員３人によって、そ

れぞれ３時間交替で守錨当直（錨泊中における気象、海象の状況、周

囲の状況、船位、錨、錨鎖等の自船の状況を監視し、臨機応変に対応

できるよう船橋に待機すること。）を配置し、船長Ｂが、２１日０２

時００分ごろ航海士Ｂと交替して守錨当直についた。 

船長Ｂは、船橋でレーダーを使用して守錨当直に当たっていたが、

Ｂ船の走錨に気付かず、０５時００分ごろ、海上保安部からＢ船が走

錨している旨の連絡を受けて確認したところ、Ｂ船が強風に圧流され

て走錨し、船尾方に錨泊しているＡ船に近づいていることを認め、航

海士Ｂを船首甲板に行かせ、機関長Ｂ及び機関員Ｂを機関室に行かせ
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た。 

Ｂ船は、機関長Ｂ及び機関員Ｂが主機を始動したものの間に合わ

ず、０５時１０分ごろ右舷船首部がＡ船の左舷側居住区外板に衝突し

た。 

Ｂ船は、Ａ船と衝突後も走錨を続け、Ａ船から十分な距離を離れた

後、船長Ｂが、右舷錨を投じて双錨泊とし、走錨を止めることができ

た。 

船長Ｂは、Ａ船と衝突後、Ａ船に連絡を入れて状況を確認した後、

海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ 台風第１７号の進路図、写

真１ Ａ船の衝突箇所、写真２ Ｂ船の衝突箇所 参照） 

 その他の事項 Ａ船の両舷錨は、重さ約１,２９５kg のストックレスアンカーであ

り、また、保有錨鎖は、径が約３８mm、長さは各舷８節の約２００ｍ

であった。 

Ｂ船の両舷錨は、重さ約１,１８０kg のストックレスアンカーであ

り、また、保有錨鎖は、径が約３４mm、長さは各舷９節の約２２５ｍ

であった。 

船長Ｂは、Ｂ船の船長として約３０年間の経験があり、強風下にお

いても単錨泊で問題なかったことを経験していた。 

文献等によれば、錨鎖の伸出長さについては、経験的に以下の長さ

が目安とされている。 

風速２０m/s の風を受ける場合 水深の３倍＋９０ｍ 

風速３０m/s の風を受ける場合 水深の４倍＋１２０ｍ 

Ｂ船は、風速約３０m/s の状況下で本件錨地において必要な錨鎖の

伸出長さは１５２ｍ（＝本件錨地の水深約８ｍの４倍＋１２０ｍ）で

あったが、錨鎖の伸出長さは１１２.５ｍであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

 Ａ船は、台風接近による強風下、屋我地島南方沖で双錨泊として錨

泊中、Ｂ船が走錨して船首方に接近してくるのを認め、船長ＡがＢ船

との衝突を回避しようと思い、主機を始動し、バウスラスタで右方に

回頭させたものの、左舷側居住区外板にＢ船の右舷船首部が衝突した

ものと推定される。 

Ｂ船は、台風接近による強風下、本件錨地で単錨泊とし、船長Ｂ

が、これまでの経験から主機を停止して錨鎖４節半で単錨泊を続けた

ことから、係駐力を上回る外力を受けて走錨し、かつ、走錨している

ことに気付くのが遅れ、主機を始動したものの、右舷船首部がＡ船の

左舷側居住区外板に衝突したものと推定される。 
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原因  本事故は、夜間、台風接近による強風下、屋我地島南方沖におい

て、Ａ船及びＢ船が共に錨泊中、船長Ｂが、これまでの経験から主機

を停止して錨鎖４節半で単錨泊を続けたため、係駐力を上回る外力を

受けて走錨し、Ｂ船がＡ船に衝突したものと推定される。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・台風接近による強風下においては、十分な把駐力・係駐力を確保

するため、必要な長さの錨鎖を伸出すること。 

 ・台風接近による強風下においては、あらかじめ主機を始動し、急

速に変化する風向及び風速に応じ、走錨しないよう主機を使用す

ること。 

 ・台風接近による強風下における夜間の守錨当直では、走錨の初期

検知に対応できるよう人員を配置すること。 

・レーダーだけでなくＧＰＳなどにより適宜船位を確認し、走錨に

注意すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図２ 台風第１７号の進路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※気象庁 台風経路図使用 

 

古宇利島 

古宇利港沖防波堤東灯台 

事故発生場所 

（令和元年９月２１日 

 ０５時１０分ごろ発生） 

衝突イメージ図 

Ａ船 

Ｂ船 

本件錨地 

Ｂ船走錨方向 

名護市 

 

屋我地島 
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写真１ Ａ船の衝突箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船の衝突箇所 

 


